
１　ダム、頭首工等の管理主体別一覧

単位：箇所

委託等先別 国

施設種別 直　轄 譲　与 譲　与 委　託 譲　与 直　轄 委　託 譲　与

ダ　　　ム 9 46 74 0 37 0 0 0 9 157 0 166

貯水池・調整池等 0 (1) 4 (2) 20 5 (19) 62 27 0 0 0 86 32 (22) 118

頭　首　工 8 82 58 3 187 5 7 0 8 334 8 350

揚水機場 4 53 130 20 352 302 2 0 4 537 322 863

排水機場 0 69 122 1 88 35 0 0 0 279 36 315

樋　　　門 0 51 40 5 36 17 0 0 0 127 22 149

小　　　計 444 34 762 386 9 0

総　　　計 21 21 1,520 420

構　成　比 1.1% 1.1% 77.5% 21.4%

２　農業用用排水路、道路、堤防の管理主体別一覧

単位：ｋｍ

委託等先別 国

施設種別 直　轄 譲　与 譲　与 委　託 譲　与 直　轄 委　託 譲　与

用　水　路 93 1,340 4,298 110 11 93 12,582 5,649

排　水　路 0 1,831 1,522 4 2 0 4,509 3,355

道　　　路 0 6,759 1,035 21 18 0 975 7,812

堤　　　防 0 0 0 0 0 0 158 0

小　　　計 9,930 6,855 135 31

総　　　計 93 93 18,224 16,816

構　成　比 0.3% 0.3% 51.8% 47.9%

（農村振興局整備部水資源課施設保全管理室調べ）

（令和７年度末現在）

国 営 造 成 施 設 の 管 理 状 況

都道府県 市町村 土地改良区 農協等 合               計

委　託 委　託 委　託

305 478 1,148 9 1,961

15.6% 24.4% 58.5% 0.4% 100.0%

※ダムとは、河川の流水を貯留し、又は取水するため河川法第26条第１項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの
　 高さが15ｍ以上のもの（河川法第44条）をいう。また、貯水池・調整池等欄の括弧書きは、河川区域外にある堤高15m以上の農業用
　 ダム数（内数）である。なお、事業実施中の地区に存する御前山ダム（那珂川沿岸地区）は計上の対象外としている。

都道府県 市町村 土地改良区 農協等 合               計

158

61

委　託 委　託 委　託

658 3,405 8,409 18,324

2 668 284 8,787

3,199 1,245 7,864

863 17,207 16,804 35,133

2.5% 49.0% 47.8% 0.4% 100.0%
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142 5 11

7,277 9,949


